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人工知能は、データプライバシー、アウトプットの偏り、サイバーセキュリティ、倫理問題など、
様々な新しい法的課題を提起している。しかし、2023年は、人工知能に関連した知的財産に関する
問題が中心的なテーマとなった。昨年は、生成AI企業に対して少なくとも12件の訴訟が提起され、
著作権侵害やこれに関連した請求がなされた。

これらの訴訟のほとんどは、被告のAIモデルの学習のために自己の著作物を使用された者を代表し
て、作家やビジュアルアーティストによって提起されたクラスアクション（class actions）である

とみられている1 。さらに、一部の企業（特に、ゲッティイメージズ、ニューヨークタイムズやい
くつかの音楽出版社）は、AIモデルの学習のために自社の著作物が使用されたことのみを根拠とし

て、クラスアクションではない個別訴訟を提起した2 。

当事者や法的理論は似通っていることが多いが、原告側の結果は様々である。例えば、法的AIツー
ルの学習のためにWestlawのコンテンツを使用したとされた事件において、連邦地方裁判所は、9月
に、トムソンロイター（Thomson Reuters）の著作権に関する請求についてトライアル（trial）に
進むことを認め、被告側の公正利用（fair use）の抗弁については陪審による審判がより適切である

と判断した3 。これとは対照的に、最近、生成AI企業に対して提起されたクラスアクションにおい
て、裁判所は、原告の主張に対してより懐疑的になっている。例えば、著作物を学習したAIモデル
自体が著作権を侵害する二次的著作物にあたるとの見解や、AIモデルが作り出したものは、学習デ
ータとして使用された作品に「実質的に類似」していなかったとしても、著作権を侵害する二次的

著作物にあたる、との見解を否定した裁判所も複数存在する4 。しかし、このようなケースにおい
ても、被告は、却下申立てにおいて、原告の作品が無断でコピーされ学習データとして使用された
とする著作権侵害の主張を争わないことが多かった。これはおそらく、裁判所が、却下申立てとい
う訴訟の初期段階において、公正利用に関する論点について判断を示したがらないことを、被告が
認識しているためであろう。

また、訴状に記載される事実も変化してきており興味深いものとなっている。例えば、Kadrey v.
Meta Platforms, Inc.訴訟の最近の修正訴状においては、メタのリサーチャーが、AIの学習のために
電子ファイルを使用することが「法的に問題ないか」という点についてメタの法務部門と議論し、

法務部門が当該使用法について懸念を示した、という内容のDiscordのチャットログが記載された5

。原告は、この記載に依拠して、メタは故意侵害を行った、と主張している。また、AIツールが著
作物からコピーしているように見えると具体的に指摘することができる場合など、AIツールが「実
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質的に類似」したアウトプットを生成したと主張しているケースにおいても、原告側の結果は様々

である6 。今後の裁判においては、このような主張内容の違いに焦点があてられる可能性がある。

AIがより一層重要性を増していることからすれば、この訴訟の流れはほんの始まりに過ぎないが、
これらのケースが、あらゆる分野におけるAIに関する法的な整理の外縁を形成していく可能性があ
る。

この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。
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